
小学校、中学校における不登校の状況                      青梅市教育委員会 

 

項目 

学校数 

(不登校在籍学校数) 
不登校児童・生徒数 出現率（％） 学校復帰率（％） 

青梅市 東京都 青梅市 東京都 青梅市 東京都 青梅市 東京都 

小学校 
17 

(16) 

1,282 

(1,025) 
 52 3,226 0.82 0.56 36.5 25.6 

中学校 
11 

(9) 

625 

 (609) 
170 8,762 4.95 3.78 27.1 20.1 

 

 

＜不登校の定義＞ 平成２９年4月1日から平成３０年3月31日までに30日以上欠席した長期欠席児童・生徒のうち、何らかの心理的、 

情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、児童・生徒が登校しないあるいはしたくてもできない状況にあ 
ることをいう。（ただし、病気や経済的な理由によるものを除く。） 

【特徴】 
○不登校児童・生徒の出現

率は、小学校では大きな
変化はなく、中学校で増
加した。 

○不登校になったきっか
けは、不安など情緒的混
乱が、最も多く、その他
は病気による欠席、学習
理解に係る理由もある。 

○学校復帰に効果のあっ
た措置として、スクール
ソーシャルワーカー(Ｓ
ＳＷ)を活用した取組（迎
えに行く・家庭訪問）や
スクールカウンセラー
(ＳＣ)による相談があげ
られる。少数ではある
が、保健室登校、相談機
関との連携により復帰
が可能となった事例も
ある。 

【対応】 
○ＳＣの活用と相談体制

の充実 
○ＳＳＷによる家庭訪問

等の支援 
○個票を活用した個々の

状況に応じたきめ細か
な支援の充実 

○「ふれあい月間」におけ
る不登校児童・生徒への
重点的なかかわりの充
実 

○「ふれあい学級」におけ
る学校復帰支援 

○登校が安定するまで、保
健室・別室登校などの個
別対応 
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教室では口に出せない子どもたちの本音、“声なき声”に耳を傾ける２本シリーズ。第１回は、認知件

数が４１万件と過去最多となった「いじめ」（全国の小中高など・2017 年度）について考える。 

さまざまな対策にもかかわらず、未だ事態を打開できない中、いじめの実態調査の依頼が全国から殺到

する場所がある。東京にある、その“探偵事務所”は、もともと浮気や企業の内偵調査を行っていたが、

１５年ほど前から、いじめの調査依頼が増え始め、今では専門のＮＰＯ法人を立ち上げるまでになった。

学校や教育委員会に相談しても解決せず、行き場を失った子どもや親たちから、これまで実に６０００

件以上の相談が集まっているという。調査は実践的で、 ＳＮＳの監視から、尾行・張り込み、情報公

開請求など、 さまざまな手段を駆使していじめの実態を探り、ケースごとに解決策を模索する。 

調査から見えてくるのは、現代のいじめがいかに巧妙化し、見えにくくなっているか。そして、その異

変に対応できなくなっている教育現場の姿だ。全国でも例のない“いじめ探偵”に密着し、どこにも届

かない子どもたちの“助けて”を見つめていく。 

 

シリーズ 「教室の声なき声」 、 第２回は増え続ける 「不登校」 について生放送で考える。 去年、 

教育の現場で新たな課題が表面化し、 関係者に衝撃を与えた。  「登校しても教室に入れない」  「教

室で苦痛に耐えているだけ」 という、 “隠れ不登校”ともいえる中学生が推計で約３３万人もいるこ

とが明らかになったのだ。不登校の約１０万人に加え、計４３万人にも上る中学生が“学校へ行きたく

ない”と考えている現実。 

いま、こうした声を学校への“ＮＯサイン”だと捉え、公教育の枠組みを大きく見直す模索が広島県で

始まっている。去年４月、福山市の公立中学校に「校内フリースクール」を設置。さらに、子どもたち

個々の違いを尊重する教育で知られるオランダの現場を視察し、 公立学校への導入を決めるなど、 新

たな施策を次々と打ち出している。番組では、学校現場の模索を１年間にわたり密着取材。さらに、日々

子どもたちと向き合うＮＰＯや財団法人と連携し、生放送で中学生たちの声を集めるなど双方向の演出

も取り入れながら、 “教室の声なき声”に耳を傾ける。 
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2019/05/30  NHK 総合 【あさイチ】  

 

中学生で１１万人「不登校」学校現場はいま 

 

文部科学省の調査によると中学生の不登校は全国で約１１万人。 

 

登校しても教室に入れず保健室で過ごすなどしている隠れ不登校と呼ばれる生徒は３３万

人に上るとみられている（日本財団推計）。 

 

市立城東中学校（広島県福山市）では１年前、ふれあいルームという新しいスペースを作

った。 

 

様々な理由で不登校になったり学校には来ても教室に入れなかったりする生徒達が自分の

ペースで学校生活を送るための場所。 

去年１年間で１２人の生徒がふれあいルームを利用した。 

 

ベテランの教師が担任を務め、それぞれの生徒の進み具合に合わせ勉強をサポートする。 

時間割はなく、いつ何を勉強するかは生徒が自分で決める。 

ふれあいルームに来れば、その日は出席あつかいとなる。 

学期末などには他の生徒と同じ定期テストを受ける。 

ふれあいルームでは生徒の個別の事情に対応することで１人でも多くの子どもに居場所を

つくりたいと考えている。 

 

福山市では去年４月に５つの中学校に校内フリースクールを設置。 

年間３０日以上休む長期欠席の生徒が減少した。 

今年度からは広島県内の他の自治体でも導入が進められている。 

福山市では校内フリースクールだけではなく授業の進め方を見直す取り組みも始めている。 
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産経ニュース 2017.1.17 07:09 更新  

 

横浜の市立中、不登校児を学校で受け入れる「特別支援教室」で効果 

 

 フリースクールなど学校以外の場で学ぶ不登校の子供の支援などを目的とした教育機会

確保法が、昨年１２月７日の参院本会議で可決、成立した。今後、不登校の子供の教育機

会の確保のため、国や自治体が必要な財政支援に努めることなどが盛り込まれているが、

それに先駆け、横浜市内のある中学校では、新たな不登校児対策に乗り出し、成果を挙げ

つつある。 

 

 不登校児を学校で受け入れる「特別支援教室」を昨年４月に新設したのは、横浜市都筑

区の市立中川西中学校。市内最大規模の１０４４人が在籍するマンモス校の校舎の中で、

特別支援教室があるのは、裏門の出入り口からすぐそばにある旧英語少人数教室の１室だ。 

 

 ◆登校したいけど… 

 

 これにより、例えばいじめを受けていた生徒が同級生に会わずに教室まで行くことがで

きる配慮がなされている。教室内には、ＰＴＡらの協力で壁を明るい白で塗り、イケア製

のおしゃれな家具などが自由にレイアウトされているほか、パーテーションもあって、人

目に触れずに学習する生徒もいる。 

 

 正規職員の教諭２人に加え、週３回指導する非常勤講師も専任でおり、生徒自身に合っ

た勉強内容や進め方、少人数で学習できる仕組みがとられている。 

 

例えば、小学校高学年時に引きこもりとなり、家でゲームばかりしていたために、昼夜逆

転の生活スタイルをとる生徒の場合は、昼前に登校し、学習や、同教室の生徒らとの近隣

公園でのバレーボールなどの活動をして夕方帰宅する、といった光景もみられる。 

 

 通常の教室への登校が難しく、勉強も遅れていたある生徒は、「こうした場所があって、

とてもうれしい。早く英語のスペルを覚えたい」と意欲をみせていた。 

 

 同教室は、「学校には行きたいけれど、皆がいる教室には行きたくない」「勉強はしたい

が大勢の人と顔を合わせたくない」「授業についていけない」といった悩みを抱える生徒を

広く受け入れている。 

 

 現在は、常時利用者が９人、場合によって学習支援で教室を利用する生徒が２５人いる。 

 



 ◆“生み”の苦労も 

 

 不登校児は横浜市立中学校全体で２３３８人（平成２７年度）いる。ただ、同教室の制

度を２７年４月の校長就任から約１年間かけて整えた同校の平川理恵校長によると、「１～

３年生までで２７クラスあり、２７年度末に３０人近くいた不登校児は現在７人にまで減

少した」とし、新たな仕組みの効果の芽が出ていると説明する。 

 

 もっとも、平川校長は大きな苦労もした。この教室を作る際、教員の人員増はできなか

ったためだ。実際、専任教諭を確保するためにとったのは、全教諭の授業コマ数をそれぞ

れ１～２コマ増やして手当てするという手法だ。 

 

 当初は難色を示す教諭もいたが、不登校児が減少することで、従来、不登校児の対応に

追われていた担任の負担が減ることもあり、「今では、全教諭が支援教室への理解を深め、

むしろ、質を高めようという流れにある」という。 

 

 平川校長は、「各学校にさまざまな課題はあると思うが、今の時代に『特別支援』が必要

だと実感できるかにかかっている」とし、他校にも同様の取り組みが広がることに期待を

寄せている。（那須慎一） 
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